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各仄療機関 殿

平成 28年 9月 7●

奈良市医師会

四條畷市の福祉医療費助成制度受f.・者の現物給付対応について

平素は本会活動に格Pj lの ご高配を賜り、厚 く御社中し_Lげます.

さて 現在

`都
流府県が実施する福祉医療費助成制度 (子 ども、ひとり襲、障がい者など)に つさまして、

奈良県外の受給者が受診 した場合は、一月窓口では保険診療分の一部負担企をお支払いいたださ、受給者が居
住地の役場にて常選払いを受ける形での対感をお願いしてお りますが、今般大阪府四條畷市より奈良県内の睦
療機関を受診する市民が増加 してぃることから pl僚暇市の福ネLは 17贄助成制度受給者が奈良県内の医療機関
を受診 t´ た場合は助成お1度 における一部負担金だけを支払 うのみの現物給付による対応をお願い 1´ たい旨の
依頼 71・ ございました_当 余とし上しては、奈良県の協 |「医療費助成続 _Fが夕物給イit・ ltない■とと、各降療機
関の事務的な負担が増えることも考慮 L.、 アンケー トⅢ実施 したうえでご協力を検討いただける医療機関のみ
″四係畷市に報告させていただくこととぃたしました.

つきましては、下記概要をご参照のうえ、pq條畷市の福祉医療贅助成制度受給者に対する現物給付 、`の対応
について、9』 26日 (月 )ま でに奈良市仄OF会事務局‐ヽFAヽ (34-1952)に てご回報いたださ

=●ようお願いいたします.なお、ご検討いただける医療機関●,け には,llFA畷 市より後 日説明会が開価されますが、
イ‖別説りも対応可能とのことですので、ご不ワlた 点/1Nご ざい■したら下記の四條畷市担当課■でお問い

`Hpt■(ださい.

*******四 曖畷市民の福祉医療薇助成制度墨給者の現物給付ヌ,応の概要 **米 来**ン

●対 象 者 |四條暇市福祉医療貨助成■]度受綸者 (憬 しェ」兵例奥の左の生 )

● 計

迷里翌日

―

li笠堕墜2スj亜望2」ルが重■二壼去めな塁夕ヽ

平成 29年 4月 1日 ～ (予定)

社供の受給青 l■入陰・昴院ともそオnぞれ l FA療機関」と、月に 1ロ ロと2口 月まで最大 5
00円の 部負担金を微収. 3日 ロカ・らは無札

tEI保 の受給者は現行通 り保険診療分の一 .73魚担金 (2害1ま たは 3省1)を微IR.

受給者証の提示忘れの場合は,行通 り受維者がrH還払い手続きを行 う。
社保分は併用 レセプ トにより、医療贄助成事業分も含め支払基金奈良支部に精求.

回保分は現行通り単独 し̂セ プ ト●奈良県回保連合会へ請求 .

レセプ トコンピコーターヘの

“

礁 畷市の|■妹贅助成事業の情性 (実施機円善り、計算方法
及び併用 レヤプ トの作成等)の登鳳及び設定等

米設定費用は各 レ■コンメーカーとの契約によりますが、定類保守契約ならば無14だが、
スボット契約ならば 3～ 5万円とのメーカー もあるようです.有 償の場合、設定費用に関
|‐ る四條畷市からの補助はありません。

0問 い合せ先 四篠畷市子ども車千当医凍秋 田中氏

0開 16時 期

●一部負担金

0事前の対応

Lt0 7 2-877-2121(い 繰 687)

匡亜璽頭国 ※回答IFlの国にチJッ クしてくださぃ
四條畷市民の福 11:医 療費助成制度受給者に対す る現物給付対応に対 t´

□ 検討 してもょい 口 協力できない

※参考までにレtコ ンのメーカ‐名をご記入くださぃ (

※
「

AXで 返営の場合は切 り取 らずに 11等弩曼降≒嘉西
=―
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